
 亀山市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

                        亀山市長 櫻 井 義 之 

亀山市条例第９号 

 

亀山市税条例の一部を改正する条例 

 

亀山市税条例（平成１７年亀山市条例第５０号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正部分」という。）及

び同表の改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分（以下「改正後部分」という。）に

ついては、次のとおりとする。 

（１）改正部分及びこれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当該

改正後部分に改める。 

（２）改正後部分に対応する改正部分が存在しないときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（市民税の申告） （市民税の申告） 

第２６条 ［略］ 第２６条 ［略］ 

［２～７ 略］ ［２～７ 略］ 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について

必要があると認める場合には、新たに

第１２条第１項第３号又は第４号に掲

げる者に該当することとなった者に、

当該該当することとなった日から３０

日以内にその名称、代表者又は管理人

の氏名、主たる事務所又は事業所の所

在、当該市内に有する事務所、事業所

又は寮等の所在、法人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５

８ 市長は、市民税の賦課徴収について

必要があると認める場合には、新たに

第１２条第１項第３号又は第４号に掲

げる者に該当することとなった者に、

当該該当することとなった日から３０

日以内にその名称、代表者又は管理人

の氏名、主たる事務所又は事業所の所

在、当該市内に有する事務所、事業所

又は寮等の所在、法人番号（行政手続

における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律（平成２５



年法律第２７号）第２条第１６項に規

定する法人番号をいう。以下市民税に

ついて同じ。）、当該該当することと

なった日その他必要な事項を申告させ

ることができる。 

年法律第２７号）第２条第１５項に規

定する法人番号をいう。以下市民税に

ついて同じ。）、当該該当することと

なった日その他必要な事項を申告させ

ることができる。 

（施行規則第１５条の３第３項並びに

第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに

第１５条の３の２第４項及び第５項の

規定による補正の方法の申出） 

第６９条 施行規則第１５条の３第３項

並びに第１５条の３の２第４項及び第 

５項の規定による補正の方法の申出は、 

当該家屋に係る区分所有者の代表者が

毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

第６９条 施行規則第１５条の３第３項

並びに第１５条の３の２第４項及び第 

５項の規定による補正の方法の申出は、 

当該家屋に係る区分所有者の代表者が

毎年１月３１日までに次に掲げる事項

を記載した申出書を市長に提出して行

わなければならない。 

（１）代表者の住所、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に

限る。以下固定資産税について同

じ。）又は法人番号（同条第１６項

に規定する法人番号をいう。以下固

定資産税について同じ。）（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称） 

（１）代表者の住所、氏名又は名称及び

個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等

に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいい、当該書類を提出

する者の同項に規定する個人番号に

限る。以下固定資産税について同

じ。）又は法人番号（同条第１５項

に規定する法人番号をいう。以下固

定資産税について同じ。）（個人番

号又は法人番号を有しない者にあっ

ては、住所及び氏名又は名称） 

［（２）～（４） 略］ ［（２）～（４） 略］ 

［２ 略］ ［２ 略］ 



（種別割の減免） （種別割の減免） 

第９６条 ［略］ 第９６条 ［略］ 

２ 前項の規定によって種別割の減免を

受けようとする者は、納期限前７日ま

でに、当該軽自動車等について減免を

受けようとする税額及び次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付し、これ

を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によって種別割の減免を

受けようとする者は、納期限前７日ま

でに、当該軽自動車等について減免を

受けようとする税額及び次に掲げる事

項を記載した申請書に減免を必要とす

る事由を証明する書類を添付し、これ

を市長に提出しなければならない。 

［（１） 略］ ［（１） 略］ 

（２）軽自動車等の所有者等の住所又は

事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。 

以下この号及び次条において同じ。） 

又は法人番号（同法第２条第１６項

に規定する法人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）（個人番号又 

は法人番号を有しない者にあっては、 

住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称） 

（２）軽自動車等の所有者等の住所又は

事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続

における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条

第５項に規定する個人番号をいう。 

以下この号及び次条において同じ。） 

又は法人番号（同法第２条第１５項

に規定する法人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）（個人番号又 

は法人番号を有しない者にあっては、 

住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称） 

［（３）～（８） 略］ ［（３）～（８） 略］ 

［３ 略］ ［３ 略］ 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９７条 ［略］ 第９７条 ［略］ 

２ 前項第１号の規定によって種別割の

減免を受けようとする者は、納期限前

２ 前項第１号の規定によって種別割の

減免を受けようとする者は、納期限前



７日までに、市長に対して、身体障害 

者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

第１５条の規定により交付された身体

障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭

和３８年法律第１６８号）第４条の規

定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受け

ていないものにあっては、戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体

障害者手帳」という。）、厚生労働大

臣が定めるところにより交付された療

育手帳（以下この項において「療育手

帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）及び道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者

又は身体障害者等と生計を一にする者

若しくは身体障害者等（身体障害者等

のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者の運転免許証その他

の第５号に掲げる事項を証するに足り

る資料を提示するとともに、次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要 

とする理由を証明する書類を添付して、

提出しなければならない。 

７日までに、市長に対して、身体障害 

者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

第１５条の規定により交付された身体

障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭

和３８年法律第１６８号）第４条の規

定により戦傷病者手帳の交付を受けて

いる者で身体障害者手帳の交付を受け

ていないものにあっては、戦傷病者手

帳とする。以下この項において「身体

障害者手帳」という。）、厚生労働大

臣が定めるところにより交付された療

育手帳（以下この項において「療育手

帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年

法律第１２３号）第４５条の規定によ

り交付された精神障害者保健福祉手帳

（以下この項において「精神障害者保

健福祉手帳」という。）及び道路交通

法（昭和３５年法律第１０５号）第９２

条の規定により交付された身体障害者

又は身体障害者等と生計を一にする者

若しくは身体障害者等（身体障害者等

のみで構成される世帯の者に限る。）

を常時介護する者の運転免許証（以下

この項において「運転免許証」とい

う。）を提示するとともに、次に掲げ

る事項を記載した申請書に減免を必要 

とする理由を証明する書類を添付して、

提出しなければならない。 



［（１）～（４）  略］ ［（１）～（４）  略］ 

（５）運転免許証の番号、交付年月日及

び有効期限又は免許情報記録（道路

交通法第９５条の２第２項第１号に

規定する免許情報記録をいう。）の

番号及び有効期限並びに運転免許の

種類及び条件が附されている場合に

はその条件 

（５）運転免許証の番号、交付年月日及

び有効期限並びに運転免許の種類及

び条件が附されている場合にはその

条件 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 

第１２５条 ［略］ 第１２５条 ［略］ 

［（１）～（３） 略］ ［（１）～（３） 略］ 

２ 前項の規定により特別土地保有税の

減免を受けようとする者は、納期限前

７日までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書にその減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が所有し、又は取得する

土地が同項各号のいずれかに該当する

ことが明らかであり、かつ、特別土地

保有税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の

減免を受けようとする者は、納期限前

７日までに、次に掲げる事項を記載し

た申請書にその減免を受けようとする

事由を証明する書類を添付して市長に

提出しなければならない。ただし、市

長が、当該者が所有し、又は取得する

土地が同項各号のいずれかに該当する

ことが明らかであり、かつ、特別土地

保有税を減免する必要があると認める

場合は、この限りでない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称

及び法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第１６項に

規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。）（法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称

及び法人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律第２条第１５項に

規定する法人番号をいう。以下この

号において同じ。）（法人番号を有

しない者にあっては、住所及び氏名



又は名称） 又は名称） 

［（２）及び（３） 略］ ［（２）及び（３） 略］ 

［３ 略］ ［３ 略］ 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営

申告） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営

申告） 

第１３９条 鉱泉浴場を経営しようとす

る者は、経営開始の日の前日までに、

次に掲げる事項を市長に申告しなけれ

ばならない。申告した事項に異動があ

った場合においては、直ちにその旨を

申告しなければならない。 

第１３９条 鉱泉浴場を経営しようとす

る者は、経営開始の日の前日までに、

次に掲げる事項を市長に申告しなけれ

ばならない。申告した事項に異動があ

った場合においては、直ちにその旨を

申告しなければならない。 

（１）住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第１６項

に規定する法人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）（個人番号又 

は法人番号を有しない者にあっては、 

住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称） 

（１）住所又は事務所若しくは事業所の

所在地、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識

別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番

号をいう。以下この号において同

じ。）又は法人番号（同条第１５項

に規定する法人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）（個人番号又 

は法人番号を有しない者にあっては、 

住所又は事務所若しくは事業所の所

在地及び氏名又は名称） 

［（２）及び（３） 略］ ［（２）及び（３） 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 

附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第９７条第２項の改正規定

は、公布の日から施行する。 


